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　広報４月号でお知らせいたしました、『臨時福祉給付金（経済対策分）』の申請期限が、7月 10 日㈪まで
となっています。
　給付の対象となる方（※）には、4月上旬に申請のご案内を送付させていただいております。
　申請がまだの方は、福祉課または最寄りの役場総合支所・出張所へ期限までに忘れずに申請してください。
　なお、平成２７年中の所得状況により、給付が受けられなくなる場合もありますことをご了承ください。

※臨時福祉給付金（経済対策分）の対象者
　平成 28 年１月１日時点で周防大島町に住民登録があり、平成 28 年度分の町民税（住
民税）が課税されていない方。
　ただし、住民税が課税されている方に扶養等されている方や、生活保護制度の被保護者
となっている方などは対象外です。

■問い合わせ　福祉課　民生福祉班　　☎０８２０（７７）５５０５

忘れて
いませんか？ 申請期限は 7月１０日㈪まで

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請

【制度の概要】
　この制度は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、協定を締結し、５年以上農業生産活
動を続ける農業者に対して、交付金を交付する制度です。
　集落において本制度を活用することにより、地域活性化に向けた取組ができます。

【交付金の活用について】
　集落協定に基づいて毎年集落に交付される直接支払交付金の使途については、協定参加者の皆さんが話し
合って決めていくことが大切です。
　この交付金を活用して自分たちが暮らす地域をさらによりよいものとしましょう。

【平成 28 年度実施状況】
　平成 28 年度は 29 の集落で取組が行われました。地区ごとの集落協定の実施状況は下表のとおりです。

中山間地域等直接支払制度について

◆平成 28 年度集落協定実施状況

■問い合わせ　農林課  農林振興班
　☎０８２０（７９）１００２
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久賀 1 9 2,212 80,080 82,292 520,367 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

大島 23 238 377,059 402,819 779,878 8,321,031 1 2 1 0 1 1 0 0 19 3 0 4 19 10 0 1 0 0 20 22 17 23 22 0 1 0 0 0 0 0 0

橘 5 23 0 135,273 135,273 1,218,116 0 4 0 1 1 1 0 0 4 2 0 1 4 3 0 0 0 0 5 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 29 270 379,271 618,172 997,443 10,059,514 1 6 1 1 2 2 0 0 24 5 0 5 24 13 0 2 0 0 26 26 21 29 28 0 1 0 0 0 0 0 0


